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　この講座は地方財政の基礎を学ぶために企
画されている。今回は連載の第１回となる。
そのため地方財政を学ぶ旅へと出立するにあ
たって、学びの対象である地方財政の「点」
を考えておきたい。
　「点」は長さも面積もない。ただ位置だけを
示している。物事にはそのものを、そのもの
たらしめている「点」のようなものが必ずある。
物事に妥協はつきものだけれども、「点」を見
失うような妥協は妥協ではない。「点」を見失っ
た妥協を重ねれば、物事はダッチロール現象
を起こしてしまう。
　地方財政は地方自治体の財政と、一般的に
定義されている。そうだとすると、地方財政
の「点」を省察しようとすれば、地方自治体
と財政の「点」を見極めようとすればよいこ
とになる。
　財政は常識的には政府の経済と考えられて
いる。そうなると、地方自治体も統治の主体
になる「政府」ということになる。日本の
法律では地方自治体を、地方公共団体（local 
public entities）と表現してきた。日本国憲法
の第８章第92条では、「地方公共団体の組織及
び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基
いて、法律でこれを定める」と規定している。
この憲法の規定に従えば、地方公共団体とは

「地方自治の本旨」を実現する公共的な団体だ
ということになる。
　憲法に定める「地方自治の本旨」とは、団
体自治と住民自治とからなると解釈されてい
る。団体自治とは中央政府から独立して設置
された地方公共団体が、その責任と権限にお
いて地域の行政や財政を処理できることをい
い、住民自治とは地方公共団体の構成員であ
る住民が、住民自らの意思と責任で、あるい
は住民の代表機関を通して、行政や財政を管
理できることを意味する。
　このように日本では、地方公共団体に一定

の地域で被統治者が統治するという自己統治
（self-government）を認めている。そうだと
すれば、日本の地方公共団体は「政府」だと
考えてよい。日本でも1960年代頃から、「地方
自治」を尊重する思いを込めて、地方公共団
体を地方自治体という言葉で表現することが
定着し始めている。
　物事の「点」を省察せずに、空疎な雄弁に
よる大衆操作としてのポピュリズムが支配的
になると、地方自治体も消滅するという将来
不安が煽り立てられる。しかし、1888（明治
21）年の市制及町村制以前には、住民のいな
い村が存在していたことを忘れてはならない。
　現在では地方自治体つまり地方公共団体は、
地方自治法の第１条の３によって「普通地方公
共団体及び特別地方公共団体とする」とされて
いる。そのうえで「普通地方公共団体は、都道
府県及び市町村とする」と定め、「特別地方公
共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財
産区とする」と規定されている。
　普通地方公共団体は都道府県と市町村との
２層構造になっており、都道府県は広域自治
体、市町村は基礎自治体と呼ばれる。都道府
県という広域自治体の面積を合計すると、日
本の国土と一致する。これに対して市町村と
いう基礎自治体の面積を合計しても、日本の
国土とは一致しない。というのも、東京都の
23区には、市町村という基礎自治体が存在し
ないからである。もっとも、東京都の特別区は、
1998（平成10）年の地方自治法の改正によって、
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それまでの東京都の内部団体から「基礎的な
地方公共団体」に改められた。つまり、東京
都の23区は、一般市が所掌している上下水道、
消防、都市計画決定を東京都が所管するなど
して、一般市に比べて所掌事務が小さいこと
から特別地方公共団体とされているけれども、
現在では基礎自治体と位置づけられている。
　このようにみてくれば、政府という統治主
体は、一つの中央政府を頂点として、ピラミッ
ド状態を形成する複数の地方自治体から成り
立っている。地方財政とは複数主体の地方自
治体の財政なのである。
　そこで財政の「点」を省察すると、財政と
は明治時代に誕生した新しい言葉である。つ
まり、財政はパブリック・ファイナンス（public 
finance）の翻訳語なのである。しかも、日本
で創り出された翻訳語であり、今日では中国
にも輸出され、中国語でも使用されている。
　パブリック・ファイナンスの「ファイナンス」
は貨幣現象を意味する。もちろん、「パブリッ
ク」とは「公」という意味である。したがって、
財政とは公的貨幣現象なのである。
　もっとも、「公」という概念は、日本では理
解されにくい。「公」とは「社会の構成員の誰
もが排除されない領域」のことである。その
ため財政が「公」の貨幣現象であるというこ
とは、社会の構成員の「共同の財布」である
ことを意味する。そうだとすると、財政は近
代社会、つまり市場社会が成立しないと登場
しないことがわかる。
　確かに江戸時代でも徳川幕府が支配のため
に経済活動を営んでいる。しかし、それはあ
くまでも徳川家という私的な家計でしかない。
つまり、近代以前には「私的な財布」は存在
しても、社会の構成員の「共同の財布」は存
在しなかったのである。
　近代社会とは市民革命によって、土地に緊
縛されていた人間を解放した社会である。土
地も労働も、国民が、私的に所有するように
なる。それは政府が土地や労働という生産要
素を占有しなくなったことを意味する。
　そこで政府は、生産要素が生み出す果実を、
生産要素を所有している国民から、強制的に
租税として調達することによって、社会を統
合するという統治活動を実施せざるをえなく

なる。国民に生産要素の私的所有を認めてい
るので、強制的に貨幣を調達するには、国民
の了解を必要とする。そこで国民の代表者か
らなる議会を通じた国民の共同意思決定の過
程を経て、国民から強制的に貨幣を調達する
ことになる。こうして「公」の貨幣現象とし
ての財政が成立することになる。
　このようにみてくれば、市場社会は市場経
済と財政という二つの経済から構成されてい
ることがわかるはずである。しかも、市場経
済が「お金儲けをしてよい経済」なのに対して、
財政は民主主義にもとづく「お金儲けをして
はならない経済」であることを忘れるべきで
はない。
　既にみたように、財政の主体は中央政府と、
複数の地方自治体から構成される。もちろん、
中央政府の国家財政と地方自治体の地方財政
は財政という点では共通するものの、それぞ
れの政府の特質に規定された特徴がある。政
府体系が中央政府を頂点としてピラミッド状
を形成することからも容易に理解できるよう
に、中央政府は国民から遠い政府なのに対し
て、地方自治体は国民にとって身近な政府で
ある。しかも、中央政府は境界つまり国境を
管理する政府なのに対して、地方自治体は境
界を管理しない入退自由な政府である。この
講座ではこうした中央政府と地方自治体の特
質に規定された地方財政の「点」をさらに深
めて省察していくことにしたい。
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